
長寿をたたえる事業の対象が節目年齢の方へと変更になります 

 

ひとり暮らし高

齢者への支援

30%

医師の確保

22%介護サービス提

供施設の整備

20%

相談支援体制

10%

介護予防教室・

健康増進

5%

長寿をたたえる事業

3%

地域交流の場

3%

その他

3%

認知症に対する理

解・普及啓発

3%

高齢者の権利擁護

（成年後見制度）

1%

 

 

 

 

 

 

長寿をたたえる事業につきましては，これまで一定年齢以上（令和４年度は 77 歳以上）

の方を対象に執り行ってきましたが，令和４年度に事業のあり方を検討するため，対象と

なる方へ「高齢者の福祉の充実に向けた対応に係るアンケート」を実施いたしました。 

その結果を基に，今後は要望の多かった地域医療や一人暮らし高齢者への対応等の更な

る充実を図ることとしました。 

つきましては，令和５年度からは節目年齢の方を対象とした実施に改めさせていただき

ますので，御理解の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：今後のまちづくり及び高齢者福祉の充実に向けた意向調査結果】 

 

節目年齢 令和５年度に対象となる方の生年月日 

77 歳 昭和 21 年４月２日～昭和 22 年４月１日 

80 歳 昭和 18 年４月２日～昭和 19 年４月１日 

85 歳 昭和 13 年４月２日～昭和 14 年４月１日 

88 歳 昭和 10 年４月２日～昭和 11 年４月１日 

90 歳 昭和８年４月２日～昭和９年４月１日 

95 歳 昭和３年４月２日～昭和４年４月１日 

99 歳以上 大正 14 年４月１日まで 

４ 2023.5.26作成 

健康福祉部介護長寿課 

アンケートは，令和４年

８月～９月に，77歳以上

の方 1,000 名(無作為抽

出)により実施しました。 
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